
平成30年度調査結果からの追加調査

調査対象：茨城県内医療機関で茨城県看護協会会員施設156施設

調査期間：令和元年10月23日～令和元年11月21日

回収率：59.1％

１　勤務表作成について

　２） １）ではいと答えた方へ

看護管理者（勤務表作成者）に周知しているか

１）日本看護協会発行の「夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」（以後ガイドライン）を知ってい
るか
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３）勤務表作成・点検・承認の該当者について（複数回答可）

（１）作成者

（２）点検者

（３）承認者
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４）作成者は、基準に沿って作成しているか

５）作成時、活用している基準について

３　長時間労働に伴う疲労の対策について
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夜勤に看護補助者を導入

夜勤者数（看護師）を増やす

上限を超えた夜勤に対し特別手当を支給

夜勤回数上限を決めている

希望通りの休日を与える

長期休暇を与える
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1）300床以上

２）200～299床

長期休暇を与える
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３）100～199床

４）99床以下

　４）作成者は、基準に沿って作成していますか
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５）無床

７　夜勤専従者の基準について

　５）作成時、活用している基準を選んでください
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所定労働時間の設定

健康管理を整備 健診推進

報酬の考慮

期限付き

夜勤遂行可能な能力・経験の判断基準

本人の選択など

夜勤専従者の組み合わせ

夜勤業務の整理
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１）300床以上

2)200～299床

問３　長時間労働に伴う疲労についての対策をお伺いします(複数回答可）

　　①長期休暇を与える（　　　　日位）

　　②希望通りの休日を与える

　　③夜勤回数の上限を決めている（　　　　回以内）

　　④上限を超えてしまった夜勤に対して特別手当（夜勤手当別途）を支給している
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3)100～199床

4)99床以下
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